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(57)【要約】
【課題】給気圧を上昇させることなく、気泡の放出量を
増加させることに適した散気部材を提供する。
【解決手段】散気装置１は、液中に気泡を分散させる散
気部材２と、散気部材２に装着され、加圧気体を散気部
材２に供給する給気部材３と、を備えている。散気部材
２は、散気板４と、支持体５と、を有している。支持体
５は、壁部５ａと、壁部５ａに形成され加圧気体を気泡
として放出する開口５ｃと、壁部５ａに形成され加圧気
体を開口５ｃへと供給する孔５ｂと、を有している。散
気板４は、開口５ｃを塞ぐように支持体５に装着され、
開口５ｃを塞ぐ部分に山部４ａと谷部４ｂとが交互に並
ぶプリーツ形状を有している。散気板４は、多孔質樹脂
により構成されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液中に気泡を分散させる散気部材であって、
　壁部と、前記壁部に形成され加圧気体を前記気泡として放出する開口と、前記壁部に形
成され前記加圧気体を前記開口へと供給する孔と、を有する支持体と、
　前記開口を塞ぐように前記支持体に装着され、前記開口を塞ぐ部分に山部と谷部とが交
互に並ぶプリーツ形状を有する多孔質樹脂製の散気板と、
を備える、散気部材。
【請求項２】
　前記散気板の前記気泡が放出される主面が、親水化処理されている、請求項１に記載の
散気部材。
【請求項３】
　前記山部及び前記谷部の頂部を構成する前記プリーツ形状の折れ曲がり部分が、封孔処
理されている、請求項１又は２に記載の散気部材。
【請求項４】
　前記散気板のプリーツ角度が、３０°以上１５０°以下である、請求項１～３のいずれ
か１項に記載の散気部材。
【請求項５】
　前記散気板のプリーツの山高さが、５ｍｍ以上である、請求項１～４のいずれか１項に
記載の散気部材。
【請求項６】
　前記多孔質樹脂が、超高分子量ポリエチレンの微粒子が互いに結着して構成されている
、請求項１～５のいずれか１項に記載の散気部材。
【請求項７】
　一方の主面に供給された加圧気体を前記主面と反対側の主面から気泡として液中に分散
させる多孔質樹脂製の散気板であって、
　前記多孔質樹脂は、超高分子量ポリエチレンの微粒子が互いに結着して構成され、山部
と谷部とが交互に並ぶプリーツ形状を有する散気板。
【請求項８】
　前記気泡が放出される主面が、親水化処理されている、請求項７に記載の散気板。
【請求項９】
　前記プリーツ形状の折れ曲がり部分が、封孔処理されている、請求項７又は８に記載の
散気板。
【請求項１０】
　プリーツ角度が、３０°以上１５０°以下である、請求項７～９のいずれか１項に記載
の散気板。
【請求項１１】
　プリーツの山高さが、５ｍｍ以上である、請求項７～１０のいずれか１項に記載の散気
板。
【請求項１２】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の散気部材と、
　前記孔に連通するように前記散気部材に接続され、前記加圧気体を前記孔に供給する給
気部材と、
を備える、散気装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液中に気泡を分散させる散気部材、散気部材に用いるための散気板及び散気
部材を用いた散気装置に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　下水に代表される有機性排水の生物学的処理は、好気性処理と嫌気性処理とに大別され
る。好気性処理では、酸素を排水中に溶解して好気性微生物に供給するために、曝気槽内
において排水中に気泡を分散させる曝気（エアレーション）を行う散気装置が使用される
。また、散気装置は、槽内の流れの改善を目的として使用されることもある。散気装置は
、例えば、魚介類等を養殖する養殖槽、植物や微生物等を培養する培養槽等においても使
用されている。
【０００３】
　特許文献１には、図７に示す板状の散気部材１０２を用いた散気装置１０１が開示され
ている。散気装置１０１は、曝気槽中に配置され、気泡を分散する散気部材１０２と、散
気部材１０２に加圧空気を供給する給気部材１０３と、を備えている。散気部材１０２は
、散気板１０４と、散気板１０４を支持する支持体として機能するとともに給気部材１０
３から供給された加圧空気を散気板１０４に送気するための送気板１０５と、を有してい
る。特許文献１には、散気板１０４が、多孔質セラミックス材料、多孔質材料等により形
成された平板状部材であることが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開2012-24726号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　散気装置から放出される気泡の量を増すには、給気圧を増加させるとよい。しかし、給
気圧を増加させると、散気に要するエネルギー消費量が増大し、散気のコストが上昇する
。
【０００６】
　本発明は、このような事情に鑑み、給気圧を上昇させることなく、気泡の放出量を増加
させることに適した散気部材を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、
　液中に気泡を分散させる散気部材であって、
　壁部と、前記壁部に形成され加圧気体を前記気泡として放出する開口と、前記壁部に形
成され前記加圧気体を前記開口へと供給する孔と、を有する支持体と、
　前記開口を塞ぐように前記支持体に装着され、前記開口を塞ぐ部分に山部と谷部とが交
互に並ぶプリーツ形状を有する多孔質樹脂製の散気板と、
を備える、散気部材を提供する。
【０００８】
　多孔質樹脂は、超高分子量ポリエチレンの微粒子が互いに結着して構成されていること
が好ましい。
【０００９】
　また、本発明は、
　一方の主面に供給された加圧気体を前記主面と反対側の主面から気泡として液中に分散
させる多孔質樹脂製の散気板であって、
　前記多孔質樹脂は、超高分子量ポリエチレンの微粒子が互いに結着して構成され、山部
と谷部とが交互に並ぶプリーツ形状を有する散気板を提供する。
【００１０】
　また、本発明は、
　本発明の散気部材と、
　前記孔に連通するように前記散気部材に接続され、前記加圧気体を前記孔に供給する給
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気部材と、
を備える、散気装置を提供する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、給気圧を上昇させることなく、また散気部材を大型化することなく、
気泡の放出量を増加させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の散気装置の一例を模式的に示す断面図である。
【図２】本発明の散気装置の平面図である。
【図３Ａ】本発明の散気板の一例を模式的に示す拡大断面図である。
【図３Ｂ】本発明の散気板の変形例を模式的に示す拡大断面図である。
【図３Ｃ】本発明の散気板の変形例を模式的に示す拡大断面図である。
【図４Ａ】本発明の散気板の変形例を模式的に示す拡大断面図である。
【図４Ｂ】本発明の散気板の変形例を模式的に示す拡大断面図である。
【図４Ｃ】本発明の散気板の変形例を模式的に示す拡大断面図である。
【図５】実施例で用いた、散気板の評価方法を説明するための模式図である。
【図６】実施例及び比較例における散気板の面積倍率と空気捕集量との関係を示すグラフ
である。
【図７】従来の散気装置の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、添付の図面を参照しつつ本発明の実施形態について説明する。
【００１４】
　図１は本実施形態の散気装置１の断面図であり、図２は散気装置１の平面図である。
【００１５】
　散気装置１は、排水等の処理液１１が貯槽される曝気槽１０内に設置され、処理液１１
中に気泡を分散させるエアレーションを行う装置である。散気装置１は、液中に気泡を分
散させる散気部材２と、散気部材２に装着され、加圧気体を散気部材２に供給する給気部
材３と、を備えている。散気部材２は、散気板４と支持体５とを有している。支持体５は
、壁部５ａと、壁部５ａに形成され加圧気体を気泡として放出する開口５ｃと、壁部５ａ
に形成され、加圧気体を散気部材２の内部空間を通過させて開口５ｃへと供給する孔５ｂ
と、を有している。壁部５ａは、気密な材料により構成されている。散気板４は、開口５
ｃを塞ぐように支持体５に装着され、開口５ｃを塞ぐ部分に山部４ａと谷部４ｂとが交互
に並ぶプリーツ形状を有している。散気板４は、多孔質樹脂により構成されている。
【００１６】
　給気部材３は、孔５ｂに連通するように散気部材２に接続され、加圧気体を孔５ｂに供
給する。加圧気体は、曝気槽１０外に設置された図示しない曝気ブロアから給気部材３を
介して送気される。加圧気体は、その種類が特に制限されるわけではないが、例えば圧縮
空気である。給気部材３は、接続管３ａと支持台３ｂと給気管３ｃとを有している。接続
管３ａ及び給気管３ｃは、内部に加圧気体が通過可能な管路を有する管である。支持台３
ｂは、曝気槽１０の底部に設置され、接続管３ａを介して散気部材２を支持する。支持台
３ｂは、内部に加圧気体が貯留される貯留空間を有する中空体である。給気管３ｃは、一
端が曝気ブロアに接続され、他端が貯留空間に連通するように支持台３ｂの側部に接続さ
れている。接続管３ａは、一端が孔５ｂに連通し、他端が支持台３ｂ内の貯留空間に連通
するように支持台３ｂの上部に接続されている。接続管３ａの内周部には、雌ねじが形成
され、支持体５の孔５ｂの周縁部において下方に突出した突出部５ｆの外周部には、雄ね
じが形成されている。接続管３ａの雌ねじに突出部５ｆの雄ねじを螺合させることによっ
て、支持体５が給気部材３に固定される。ただし、接続管３ａと突出部５ｆとの固定の形
態は、螺合に限らない。
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【００１７】
　散気板４は、プリーツ形状を有する散気部４ｄと、散気部４ｄの両端部に形成され、プ
リーツ形状を有していない平坦な部分である固定部４ｃと、を有している。支持体５は、
壁部５ａの内周部において、固定部４ｃが挿入される溝部５ｄを有している。溝部５ｄに
固定部４ｃが挿入され、この状態で接着剤を用いて固定部４ｃが溝部５ｄに接着されてい
る。ただし、散気板４と支持体５との固定の形態は、上記に限らず、例えば、散気部４ｄ
を壁部５ａの内周部に直接接合することにより固定してもよい。散気板４は、加熱溶着、
超音波溶着、接着剤、コーキング剤等を用いた接合により、壁部５ａに固定することが好
ましい。
【００１８】
　散気板４は、散気部４ｄが開口５ｃを塞ぐように壁部５ａに装着される。散気部材２の
内部には、散気板４と壁部５ａとに囲まれる内部空間５ｅが形成される。内部空間５ｅに
は、孔５ｂから加圧気体が供給され、この加圧気体は、プリーツ形状を有する散気部４ｄ
を通過し、気泡となって液中に放出される。
【００１９】
　散気板４には、山部４ａと谷部４ｂとが交互に並ぶように、散気フィルムを交互に折り
曲げるプリーツ加工が施されている。プリーツ形状を有する散気板４は、平板状の散気板
と比較して、拡大された散気面積を有する。また、プリーツ形状を有する散気板４は、平
板状の散気板よりも気泡の放出量を増加させる上で有利である。したがって、散気板４は
、給気圧を上昇させることなく、また散気部材２を大型化することなく、気泡の放出量を
増加させることに適している。
【００２０】
　図３Ａ～図３Ｃに示すように、散気板４のプリーツ角度ａ１～ａ３は、山部４ａ及び谷
部４ｂが並ぶ方向に沿ったプリーツ形状の断面における谷部４ｂ側の山部４ａの折り込み
角度又は山部４ａ側の谷部４ｂの折り込み角度である。プリーツ角度ａ１～ａ３は、各山
部４ａ及び各谷部４ｂの折り込み角度を等しくした状態で特定される角度である。後述す
るプリーツの山高さｈ１～ｈ３も、この状態で特定される。プリーツ角度ａ１～ａ３は、
３０°以上１５０°以下が好ましく、４５°以上１２０°以下がより好ましい。上記の範
囲のプリーツ角度ａ１～ａ３は、気泡の泡離れ性を向上させながら、気泡の放出量を増加
させることに適している。なお、プリーツ角度ａ１は６０°であり、プリーツ角度ａ２は
４５°であり、プリーツ角度ａ３は１２０°である。
【００２１】
　散気板４のプリーツの山高さｈ１～ｈ３は、山部４ａの外側（気泡が放出される側）の
山線（図３Ａ～図３Ｃの上側の頂点）含む平面と、谷部４ｂの内側（内部空間５ｅに面す
る側）の谷線（図３Ａ～図３Ｃの下側の頂点）を含む平面との間の距離である。プリーツ
の山高さｈ１～ｈ３は、５ｍｍ以上、特に１０ｍｍ以上が好ましく、場合によっては１５
ｍｍ以上であってもよい。
【００２２】
　図４Ａ～図４Ｃに示すように、山部４ａ及び谷部４ｂの頂部を構成するプリーツ形状の
折れ曲がり部分は、封孔処理されていてもよい。封孔処理は、散気板４の細孔をこのまま
封止して通気性を消失させることである。プリーツ形状の折れ曲がり部分では、多孔質樹
脂の孔径が拡大し、気泡が放出されやすくなる傾向がある。気泡の集中的な放出は、散気
面積を拡大した効果を減じることがある。しかし、プリーツ形状の折れ曲がり部分を封孔
処理すれば、折れ曲がり部分からの気泡の集中的な放出を防ぐことができる。封孔処理は
、例えば、接着剤４ｅを塗付することによって行うことができる。接着剤４ｅとしては、
エポキシ樹脂等の熱硬化性樹脂系接着剤等が適している。封孔処理は、散気板４のプリー
ツの折り目（山線及び谷線）に沿って切り込み溝を形成し、この切り込み溝に接着剤４ｅ
を流し込んで行うことが好ましい。この好ましい例によれば、散気面積を実質的に維持し
ながら、封孔処理を実施できる。ただし、封孔処理は、封孔処理を施すべき部分の超高分
子量ポリエチレン樹脂を溶融させ、細孔を封止することにより行ってもよい。なお、封孔
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処理は、図４Ａに示すように、プリーツ形状の折れ曲がり部分において、通気方向の全体
にわたって細孔を封止してもよいし、図４Ｂに示すように、通気方向の一部のみを塞ぐよ
うに細孔を封止してもよい。また、封孔処理は、図４Ｃに示すように、山部４ａの外側の
主面及び谷部４ｂの内側の主面に、非通気性を有する粘着テープ４ｆを貼着することによ
り行ってもよい。
【００２３】
　散気板４は、多孔質樹脂により構成された散気フィルムによって形成される。散気フィ
ルムは、超高分子量ポリエチレンの微粒子が互いに結着して構成された超高分子量ポリエ
チレン多孔質樹脂によって形成される。超高分子量ポリエチレン多孔質樹脂は、市販品を
用いてもよいし、独自に作製したものを用いてもよい。以下に作製方法の一例を説明する
。
【００２４】
　平均粒子径が３０～２００μｍの超高分子量ポリエチレンの微粒子を金型に充填する。
ここで、「超高分子量ポリエチレンの微粒子」は、一般のポリエチレンの分子量（約１０
万以下）の約５倍以上（約５０万以上）の分子量を有するポリエチレンからなる粉末を意
味する。超高分子量ポリエチレンの微粒子の市販品の一例を挙げると、たとえば三井石油
化学工業社製の「ハイゼックス・ミリオン」、ヘキスト社製の「ホスタレンＧＵＲ」等が
ある。上記超高分子量ポリエチレンの微粒子の平均粒子径が大きいほど、作製する散気フ
ィルムの微孔の孔径が大きくなって、散気フィルムの気孔率が高くなる。
【００２５】
　上記金型の開口部から加熱水蒸気を導入した上で、当該加熱水蒸気を超高分子量ポリエ
チレンの融点以上に加熱して超高分子量ポリエチレンの微粒子を焼結する。かかる焼結に
より、超高分子量ポリエチレンの微粒子が融点以上に加熱されるが、超高分子量ポリエチ
レンの微粒子は溶融粘度が高いので液状になって流動するわけではなく、微粒子の形状の
一部ないし大部分を維持したまま、隣接する粉末の接触部位のみが熱融着される。このよ
うにして超高分子量ポリエチレンの微粒子が結着されて、それらの非接触部が微孔となる
多孔質のブロック状成形体を得ることができる。
【００２６】
　上記焼結時において、水蒸気は昇温されて加圧状態となるので、超高分子量ポリエチレ
ンの微粒子の隙間に水蒸気が侵入しやすく、焼結も比較的効率よく進みやすい。さらに焼
結効率を高めるために、金型に水蒸気を導入する前に、予め金型を耐圧容器に入れて金型
内部を減圧してもよい。減圧により、水蒸気が超高分子量ポリエチレンの微粒子の隙間に
侵入しやすくなる。減圧は、耐圧容器の水蒸気導入管から空気を脱気することにより行う
。減圧と加熱水蒸気導入の工程の順序は、金型内を脱気した後に加熱水蒸気を導入するこ
とが好ましいが、金型内を脱気しながら加熱水蒸気を導入してもよい。減圧の度合いは特
に限定されないが、約１～１００ｍｍＨｇが好ましい。上記焼結に要する時間は、粉末の
充填量や水蒸気の温度等に応じて適宜選択されるが、通常約１～１２時間程度である。ま
た、焼結時に超高分子量ポリエチレンの微粒子を加圧してもよい。超高分子量ポリエチレ
ンの微粒子を加圧することにより、またその圧力を高めるほど、作製する散気フィルムの
微孔の孔径が小さく、つまり気孔率が低くなる。加圧度合いは、約１０ｋｇ／ｃｍ2以下
とするのが好ましい。
【００２７】
　上記で作製したブロック状成形体を冷却する。冷却は、金型にブロック状成形体を入れ
たまま行ってもよいし、金型からブロック状成形体を取り出して個別に行ってもよい。ブ
ロック状成形体に亀裂が発生するのを防止するという観点から、急冷を避けることが好ま
しく、例えば、室温に放置して冷却することが好ましい。冷却を終えたブロック状成形体
を、旋盤等を用いて所定厚さに切削することにより、散気フィルムを得ることができる。
【００２８】
　ただし、散気板４を構成する多孔質樹脂は、超高分子量ポリエチレン多孔質樹脂に限定
されるものではない。
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【００２９】
　散気板４の気泡が放出される主面（処理液１１に接触する主面）は、親水化処理されて
いてもよい。親水化処理することにより、気泡の泡離れ性を向上させるとともに、均一な
気泡を放出させることができる。
【００３０】
　親水化処理の方法は、特に限定されず、通常の方法で行うことができる。例えば、スパ
ッタリングコート処理、電子線グラフト重合処理、化学グラフト重合処理、ポリマーコー
ト処理、ブラスト処理、プラズマ処理、化学処理、コロナ処理及びオゾン処理から選ばれ
る１種類の処理、又はこれらの組み合わせによる複数の処理を行うことができる。また、
親水化処理を施す方法として、散気板４を構成する多孔質樹脂が超高分子量ポリエチレン
多孔質樹脂である場合には、超高分子量ポリエチレンの微粒子に帯電防止剤を加えて焼結
してもよいし、散気板４に帯電防止剤含有液を接触（浸漬、塗布等を含む）させてもよい
。
【００３１】
　散気板４に含まれる帯電防止剤の割合は、特に限定されないが、通常、散気板４の総重
量に対し、０．１～２重量％の帯電防止剤を含むことが好ましい。帯電防止剤は、「エレ
クノンＯＲＷ（ニューファインケミカル株式会社製）」、「エレクトロストリッパーＦ（
花王株式会社製）」等の市販品を用いることができる他、カーボンブラック粉末、金属粉
末等の無機質導電性材料を用いてもよい。
【００３２】
　散気板４を構成する多孔質樹脂の気孔率は、２０％以上６０％以下が好ましく、３０％
以上５５％以下がより好ましい。気孔率が小さすぎると散気板４の散気量が低下するおそ
れがある。気孔率が大きすぎると散気板４の強度が低下することがある。また、散気板４
の厚みは、０．１ｍｍ以上２．０ｍｍ以下が好ましく、０．２ｍｍ以上１．０ｍｍ以下で
あることがより好ましい。散気板４の膜厚が小さすぎると、散気板４の強度が不足するお
それがある。散気板４の膜厚が大きすぎると、プリーツ形状を有する散気板４の加工性が
低下することがある。
【実施例】
【００３３】
　（実施例１）
　散気フィルムとして、日東電工株式会社製の超高分子量ポリエチレン多孔質フィルム「
サンマップＬＣ－Ｔ」（厚さ０．５ｍｍ、気孔率３０％）を準備した。また、花王株式会
社製の帯電防止剤「エレクトロストリッパーＦ」を０．５重量％の濃度となるように水で
希釈して親水化処理水溶液を調製した。散気フィルムを親水化処理水溶液中に３０秒間含
浸し、１００℃の乾燥炉内で５分間加熱処理を行い、親水化処理を行った。親水化処理を
行った散気フィルムの一方側の主面に、山線及び谷線に沿って溝幅０．２ｍｍの切り込み
溝を形成し、山部と谷部とが交互に並ぶプリーツ形状を有するように、プリーツの山高さ
が２８ｍｍ、プリーツ幅が２３ｍｍ、山線の数が４、プリーツ角度が４５°になるように
、プリーツ加工機を用いて散気フィルムを交互に折り曲げた。プリーツ加工した散気フィ
ルムの切り込み溝に、コニシ株式会社製の接着剤「ウルトラ多用途Ｓ－Ｕプレミアムソフ
ト」を流し込んで封孔処理を行い、散気板を得た。平面視における外形の一辺が１００ｍ
ｍの正方形となるよう散気板を切断し、切断した散気板を支持体の壁部の内周部に装着し
た。散気板の外側面の周縁部と壁部の内周部との間において散気板の外形に沿ってコーキ
ング剤（幅７．５ｍｍ）を塗付することにより散気板を壁部に接着し、散気面積が約１２
８６１ｍｍ2であって、平面視における外形の一辺が８５ｍｍの正方形となる散気部を有
する散気部材を得た。
【００３４】
　（実施例２）
　プリーツの山高さが２６ｍｍ、プリーツ幅が３０ｍｍ、山線の数が３、プリーツ角度が
６０°になるように、散気フィルムを交互に折り曲げたこと以外は、実施例１と同様の手
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順により、散気面積が約１１２７１ｍｍ2である散気部材を得た。
【００３５】
　（実施例３）
　プリーツの山高さが１５ｍｍ、プリーツ幅が５２ｍｍ、山線の数が１、プリーツ角度が
１２０°になるように、散気フィルムを交互に折り曲げたこと以外は、実施例１と同様の
手順により、散気面積が約８０２０ｍｍ2である散気部材を得た。
【００３６】
　（比較例１）
　親水化処理を行った散気フィルムを折り曲げないで平板状の散気板を得たこと以外は、
実施例１と同様の手順により、散気面積が７２２５ｍｍ2である散気部材を得た。
【００３７】
　実施例１～３及び比較例１の散気部材につき、次のようにして、散気部材から放出され
る単位時間当たりの気泡の放出量を調べた。
【００３８】
　図５に示すような、曝気槽１０を模した水槽４０（水量１３ｌ、水深１５０ｍｍ）を準
備した。水槽４０内に、散気部材２及び給気部材３を備えた散気装置１を設置し、水４１
を貯槽した。給気部材３に、上流側から下流側に向かって、図示しない曝気ブロア、１次
圧力調整弁３１、２次圧力調整弁３２、第１微圧計３３、流量計３４及び第２微圧計３５
の各機器を順に接続した。
【００３９】
　次に、第２微圧計３５で測定される圧力、すなわち、給気部材３に供給される圧縮空気
の圧力が、５ｋＰａになるように、１次圧力調整弁３１及び２次圧力調整弁３２を調整し
た。散気部材２から１分間放出された気泡を、水中に配置した図示しない捕集瓶にて捕集
し、散気部材から放出される単位時間当たりの気泡の放出量（空気捕集量）を計測した。
実施例１における空気捕集量は、０．７６ｌ／ｍｉｎであり、実施例２における空気捕集
量は、０．６９ｌ／ｍｉｎであり、実施例３における空気捕集量は、０．４８ｌ／ｍｉｎ
であった。比較例１における空気捕集量は、０．３６ｌ／ｍｉｎであった。
【００４０】
　また、比較例１の散気面積（７２２５ｍｍ2）を１倍としたときの、実施例１～３の面
積倍率を算出した。実施例１の散気面積（約１２８６１ｍｍ2）は、比較例１の散気面積
の約１．７８倍であり、実施例２の散気面積（約１１２７１ｍｍ2）は、比較例１の散気
面積の約１．５６倍であり、実施例３の散気面積（約８０９２ｍｍ2）は、比較例１の散
気面積の約１．１１倍であった。なお、各実施例の散気面積は、封孔処理した領域の面積
を差し引いた値である。
【００４１】
　実施例１～３及び比較例１の散気部材につき、実施例１～３及び比較例１の面積倍率に
対する、散気部材から放出される単位時間当たりの気泡の放出量（空気捕集量）の測定結
果を図６に示す。
【００４２】
　また、比較例１の空気捕集量（０．３６ｌ／ｍｉｎ）を１倍としたときの、実施例１～
３の空気捕集倍率を算出した。実施例１の空気捕集量（０．７６ｌ／ｍｉｎ）は、比較例
１の空気捕集量の２．１１倍であり、実施例２の空気捕集量（０．６９ｌ／ｍｉｎ）は、
比較例１の空気捕集量の１．９２倍であり、実施例３の空気捕集量（０．４８ｌ／ｍｉｎ
）は、比較例１の空気捕集量の１．３３倍であった。
【００４３】
　実施例１～３の散気部材では、比較例１の散気部材に比べて、散気部材から放出される
単位時間当たりの気泡の放出量が増加した。実施例１～３の散気部材では、散気板がプリ
ーツ加工されることによって、比較例１の散気部材に比べて、散気面積が拡大したためで
ある。従って、実施例１～３の散気部材は、給気圧を上昇させることなく、また散気部材
を大型化することなく、気泡の放出量を増加させることができたといえる。
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【産業上の利用可能性】
【００４４】
　本発明の散気板及び散気部材は、散気装置に好適に使用できる。具体的には、曝気槽、
養殖槽、培養槽等に設置される散気装置に好適に使用できる。
【符号の説明】
【００４５】
　１　散気装置
　２　散気部材
　３　給気部材
　３ａ　接続管
　３ｂ　支持台
　３ｃ　給気管
　４　散気板
　４ａ　山部
　４ｂ　谷部
　４ｃ　固定部
　４ｄ　散気部
　４ｅ　接着剤
　４ｆ　粘着テープ
　５　支持体
　５ａ　壁部
　５ｂ　孔
　５ｃ　開口
　５ｄ　溝部
　５ｅ　内部空間
　５ｆ　突出部
　１０　曝気槽
　１１　処理液
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